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─────────────────────────────────────────── 

令和２年 第３回（定例）吉 賀 町 議 会 会 議 録（第５日） 

                             令和２年９月30日（水曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第５号） 

                         令和２年９月30日 午前８時57分開議 

 日程第１ 認定第１号 平成３１年度吉賀町一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第２ 認定第２号 平成３１年度吉賀町興学資金基金特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第３ 認定第３号 平成３１年度吉賀町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 日程第４ 認定第４号 平成３１年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

 日程第５ 認定第５号 平成３１年度吉賀町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第６ 認定第６号 平成３１年度吉賀町小水力発電事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 日程第７ 認定第７号 平成３１年度吉賀町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第８ 認定第８号 平成３１年度吉賀町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 日程第９ 認定第９号 平成３１年度吉賀町水道事業会計決算認定について 

 日程第10 発委第３号 国土強靭化、老朽化対策を含む地方の社会資本整備の推進を求める意

見書（案）の提出について 

 日程第11 発委第４号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し

地方税財源の確保を求める意見書（案）の提出について 

 日程第12 発委第５号 少人数学級制度の拡充を求める意見書（案）の提出について 

 日程第13 発委第６号 現行少人数学級制度縮小計画の凍結を求める意見書（案）の提出につ

いて 

 日程第14 発委第７号 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う差別・偏見、誹謗中傷等の人権

侵害を許さない決議（案）の提出について 

 日程第15 発議第４号 吉賀町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について 

 日程第16 閉会中の継続調査について 

 日程第17 議員派遣の件について 

────────────────────────────── 
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本日の会議に付した事件 

 日程第１ 認定第１号 平成３１年度吉賀町一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第２ 認定第２号 平成３１年度吉賀町興学資金基金特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第３ 認定第３号 平成３１年度吉賀町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 日程第４ 認定第４号 平成３１年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

 日程第５ 認定第５号 平成３１年度吉賀町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第６ 認定第６号 平成３１年度吉賀町小水力発電事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 日程第７ 認定第７号 平成３１年度吉賀町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第８ 認定第８号 平成３１年度吉賀町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 日程第９ 認定第９号 平成３１年度吉賀町水道事業会計決算認定について 

 日程第10 発委第３号 国土強靭化、老朽化対策を含む地方の社会資本整備の推進を求める意

見書（案）の提出について 

 日程第11 発委第４号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し

地方税財源の確保を求める意見書（案）の提出について 

 日程第12 発委第５号 少人数学級制度の拡充を求める意見書（案）の提出について 

 日程第13 発委第６号 現行少人数学級制度縮小計画の凍結を求める意見書（案）の提出につ

いて 

 日程第14 発委第７号 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う差別・偏見、誹謗中傷等の人権

侵害を許さない決議（案）の提出について 

 日程第15 発議第４号 吉賀町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について 

 日程第16 閉会中の継続調査について 

 日程第17 議員派遣の件について 

────────────────────────────── 

出席議員（12名） 

１番 桑原 三平君        ２番 三浦 浩明君 

３番 桜下 善博君        ４番 松蔭  茂君 

５番 中田  元君        ６番 大多和安一君 

７番 河村 隆行君        ８番 大庭 澄人君 
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９番 河村由美子君        10番 庭田 英明君 

11番 藤升 正夫君        12番 安永 友行君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 水落 裕之君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 ……………………… 岩本 一巳君   副町長 …………………… 赤松 寿志君 

教育長 …………………… 光長  勉君   教育次長 ………………… 大庭 克彦君 

総務課長 ………………… 野村 幸二君   企画課長 ………………… 深川 仁志君 

税務住民課長 …………… 栩木 昭典君   保健福祉課長 …………… 永田 英樹君 

産業課長 ………………… 山本 秀夫君   建設水道課長 …………… 早川 貢一君 

柿木地域振興室長 ……… 山根 徳政君   出納室長 ………………… 中林知代枝君 

────────────────────────────── 

午前８時57分開議 

○議長（安永 友行君）  それでは、ただいまの出席議員数は１２人です。定足数に達しておりま

す。直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程は、ただいまお手元に配付したとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．認定第１号 

日程第２．認定第２号 

日程第３．認定第３号 

日程第４．認定第４号 

日程第５．認定第５号 

日程第６．認定第６号 

日程第７．認定第７号 

日程第８．認定第８号 

日程第９．認定第９号 
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○議長（安永 友行君）  日程第１、認定第１号平成３１年度吉賀町一般会計歳入歳出決算認定に

ついてから日程第９、認定第９号平成３１年度吉賀町水道事業会計決算認定についてまでを一括

議題とします。 

 なお、討論、採決については、認定議案ごとに行いますので、御承知おきください。 

 それでは、決算審査特別委員会の報告を求めます。松蔭決算審査特別委員長。 

○決算審査特別委員長（松蔭  茂君）  それでは、平成３１年度決算審査特別委員会の審査報告

を行います。読み上げて報告に代えます。 

 令和２年９月２８日。吉賀町議会議長安永友行様。決算審査特別委員会委員長松蔭茂。 

 平成３１年度決算審査特別委員会審査報告書。平成３１年度吉賀町各会計歳入歳出決算審査に

ついて、総務常任委員会、経済常任委員会より各３名の合計６名の委員を選出し、別表１のとお

り決算審査特別委員会を設置した。 

 令和２年９月１８日から９月２８日までの間において委員会を開催し、審査した。その結果を

会議規則第７７条の規定に基づき、下記のとおり報告する。 

 記。 

 審査案件。１、平成３１年度吉賀町一般会計歳入歳出決算認定について。２、平成３１年度吉

賀町興学資金基金特別会計歳入歳出決算認定について。３、平成３１年度吉賀町国民健康保険事

業特別会計歳入歳出決算認定について。４、平成３１年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会

計歳入歳出決算認定について。５、平成３１年度吉賀町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定

について。６、平成３１年度吉賀町小水力発電事業特別会計歳入歳出決算認定について。７、平

成３１年度吉賀町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について。８、平成３１年度吉賀町農業

集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について。９、平成３１年度吉賀町水道事業会計決算認

定について。審査日、令和２年９月１８日。令和２年９月２３日。令和２年９月２４日。令和

２年９月２８日。 

 決算審査の着眼点。１、予算が議決した趣旨と目的に従って、適正かつ効率的に執行されたか。

２、予算執行により、行政効果が発揮されたか。また、行財政運営にどのように改善工夫がなさ

れるべきか。 

 審査のポイント。歳入審査関係。１、収入確保に努力が十分なされたか。２、予算額に対し調

定額はどうか。３、収入未済額が発生した原因と理由。４、不納欠損がある場合、その原因と徴

収の努力が認められるか否か。歳出審査関係。５、歳出が、歳出予算の目的どおり適正になされ

たか。６、成果が十分達成されたか。７、不用額は妥当であるか。８、予算の流用は適正か。９、

予備費の充用は適正か。１０、補助金の効果が上がっているか。 

 審査意見。共通。１、徴収業務については、日々努力されていることは評価できる。引き続き
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債権共同徴収委員会などの横断的な連携を強化し、全庁挙げて取り組まれたい。２、不納欠損に

ついては、滞納額の多少にかかわらず、法的措置を含め、適切に対応されたい。３、予算執行に

当たっては、予算計上主義が原則であり、緊急性など真にやむを得ないもの以外は、安易に予算

流用または予備費充用することがないように留意されたい。 

 なお、口頭で申し上げますが、一部予算の節間流用がなされている。予算流用そのものは、地

方自治法、財務規則により適正に行われているものであるが、この関連経費はこれまでの議会審

議においても質問も多数行われている。これは賛否両論ということでございますが、議論がなさ

れた案件であり、補正予算計上や専決処分の選択肢も考えられた。議会軽視とならないように安

易な予算流用、予備費流用は今後慎重に対応していただきたい。 

 次、総務課。１、職員研修については、接遇を含め町民のニーズに応えるべく、研修の成果が

十分生かされるように工夫されたい。２、ふるさと応援寄附金は、目標数値が達成できるように

関係課が連携を密にし、積極的な事業展開をされたい。３、防災上の観点から、消防団員確保や

自主防災組織の組織率向上に努力されたい。 

 次、企画課。１、観光振興のための町内外への発信は大変重要である。観光協会の果たす役割

は大きく、連携を十分図られたい。２、地域公共交通対策において、生活交通バスとスクールバ

スの利用しやすい環境を図り、運行されるよう検討されたい。 

 次、税務住民課。１、斎場について、スピード感を持って早急に改修されたい。２、地籍調査

事業については、進捗率が県下で最低の状況にある。強力に予算確保されたい。３、町内の外国

人の居住が多くなっている。多文化共生社会の構築に向け、施策を展開されたい。 

 次、保健福祉課。１、小規模保育所の存続については、町の設置基準を順守すること。２、国

民健康保険料等の保険料の負担が多額になっている。医療給付費・介護給付費の増が原因である

が、負担をできる限り抑制し、サービスの低下を招かないように努力されたい。 

 次、教育委員会。１、蔵木中学校・六日市中学校の統合後の生徒・保護者及び地域等の影響に

ついて、検証すべきである。２、いじめ等の相談件数が増加している。スクールカウンセラー等

を充実させ、早期の対応を心がけられたい。 

 次、産業課。１、らっきょう、お茶、サフラン等試験栽培のブランド化推進事業においては、

商品化に向けて数値目標と年次計画をもって実施すること。２、林業振興と国土保全のためにも

森林整備は必要である。林道・作業道等の整備を行うため、引き続き予算確保に努力されたい。 

 次、建設水道課。１、道路・河川等の危険箇所を把握し、災害防除のため、積極的に取り組ま

れたい。 

 次、柿木地域振興室。１、小水力発電所は、自主財源確保に重要な施設である。十分に保守点

検し、引き続き維持管理に努められたい。 
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 以上、本委員会に付託された案件を審査した結果、上記の意見を付して全案件を原案どおり認

定することに決定した。なお、指摘事項に対して、改善状況や執行事例及び次年度予算はどのよ

うに反映され、改善したか、議会に文書で報告されるように要請します。 

 別表、決算審査特別委員会名簿、松蔭茂、桑原三平、桜下善博、中田元、大多和安一、河村隆

行、以上であります。 

○議長（安永 友行君）  それでは、ただいま決算審査特別委員長からの報告が終わりました。 

 ここで、日程第１、認定第１号平成３１年度吉賀町一般会計歳入歳出決算認定についてから日

程第９、認定第９号平成３１年度吉賀町水道事業会計決算認定についてまでのただいまの委員長

報告に対しての質疑を許します。質疑はありませんか。質疑は議案番号を示してお願いいたしま

す。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、これで質疑は終わります。 

 日程第１、認定第１号平成３１年度吉賀町一般会計歳入歳出決算認定についての討論を行いま

す。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 日程第１、認定第１号平成３１年度吉賀町一般会計歳入歳出決算認定についてを採決します。

この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。本案は委員長の報告のとおり認定するこ

とに賛成の方の挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。したがって、本案は委員長の報告のとおり認定すること

に決定をいたしました。 

 次に、日程第２、認定第２号平成３１年度吉賀町興学資金基金特別会計歳入歳出決算認定につ

いて討論を行います。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 日程第２、認定第２号平成３１年度吉賀町興学資金基金特別会計歳入歳出決算認定についてを

採決します。この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。本案は委員長の報告のとお
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り認定することに賛成の方の挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。したがって、本案は委員長の報告のとおり認定すること

に決定をいたしました。 

 日程第３、認定第３号平成３１年度吉賀町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て討論を行います。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 日程第３、認定第３号平成３１年度吉賀町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てを採決します。この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。本案は委員長の報告の

とおり認定することに賛成の方の挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。したがって、本案は委員長の報告のとおり認定すること

に決定しました。 

 日程第４、認定第４号平成３１年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算認定

について討論を行います。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 日程第４、認定第４号平成３１年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算認定

についてを採決します。この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。本案は委員長の

報告のとおり認定することに賛成の方の挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。したがって、本案は委員長の報告のとおり認定すること

に決定しました。 

 日程第５、認定第５号平成３１年度吉賀町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定についての

討論を行います。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 日程第５、認定第５号平成３１年度吉賀町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてを

採決します。この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。本案は委員長の報告のとお

り認定することに賛成の方の挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。したがって、本案は委員長の報告のとおり認定すること

に決定をしました。 

 日程第６、認定第６号平成３１年度吉賀町小水力発電事業特別会計歳入歳出決算認定について

討論を行います。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 日程第６、認定第６号平成３１年度吉賀町小水力発電事業特別会計歳入歳出決算認定について

を採決します。この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。本案は委員長の報告のと

おり認定することに賛成の方の挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。したがって、本案は委員長の報告のとおり認定すること

に決定をしました。 

 日程第７、認定第７号平成３１年度吉賀町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について討論

を行います。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 日程第７、認定第７号平成３１年度吉賀町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採

決します。この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。本案は委員長の報告のとおり

認定することに賛成の方の挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。したがって、本案は委員長の報告のとおり認定すること

に決定をしました。 
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 日程第８、認定第８号平成３１年度吉賀町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て討論を行います。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 日程第８、認定第８号平成３１年度吉賀町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てを採決します。この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。本案は委員長の報告の

とおり認定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。したがって、本案は委員長の報告のとおり認定すること

に決定をいたしました。 

 日程第９、認定第９号平成３１年度吉賀町水道事業会計決算認定についての討論を行います。

反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 日程第９、認定第９号平成３１年度吉賀町水道事業会計決算認定についてを採決します。この

決算に対する委員長の報告は認定とするものです。本案は委員長の報告のとおり認定することに

賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。したがって、本案は委員長の報告のとおり認定すること

に決定をいたしました。 

 以上、決算認定は終わりましたので、日程第１０に移ります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．発委第３号 

○議長（安永 友行君）  日程第１０、発委第３号国土強靭化、老朽化対策を含む地方の社会資本

整備の推進を求める意見書（案）の提出についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。大多和経済常任委員長。 

○経済常任委員長（大多和安一君）  本件は、令和２年８月２５日、鹿足土木協会から同件で、い

わゆる国土強靭化、老朽化対策を含む地方の社会資本整備の推進を求める意見書の提出について
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ということで出されておりまして、これを経済常任委員会で審査が付託されました。 

 審査する中で、あと述べますが、意見書案の前文、いわゆる記より前ですが、これについて基

本的に分かりにくいというところもあります。ということで、後から読み上げますが、整理して

修正しました。その修正案で常任委員会では、全員一致で可決されましたので、読み上げます。 

 発委第３号。令和２年９月２９日。吉賀町議会議長安永友行様。提出者、経済常任委員会委員

長大多和安一。 

 国土強靭化、老朽化対策を含む地方の社会資本整備の推進を求める意見書（案）の提出につい

て。 

 上記の議案を、別紙のとおり吉賀町議会会議規則第１４条第２項の規定により提出します。 

 理由。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止とともに、地方創生を力強く進める前提となる社会資本

整備を推進するため。 

 おめくりください。 

 国土強靭化、老朽化対策を含む地方の社会資本整備の推進を求める意見書（案）。 

 新型コロナウイルス感染症の大流行により、東京など大都市部への過度な人口集中が感染拡大

のリスクを高め、甚大な経済的被害につながった。同時に、生産の海外依存度の高さが、国内サ

プライチェーンの脆弱性を浮き彫りにした。このことから、地方への人と諸機能の分散、サプラ

イチェーンの国内回帰が強調されている。 

 一方で、近年、気候変動の影響による気象の急激な変化等により、豪雨、暴風・波浪、地震な

どの自然災害の頻発化・激甚化にさらされている。島根県内でも江の川流域において、平成

３０年７月、今年７月とわずか２年の間に２回大規模な浸水被害を受けた。以上のことから我が

国がリスクに対応できる強靭な経済、社会構造を構築するには、まず地方において、生活・経済

活動のベースとなる、また安全、安心を確保する道路ネットワークの構築や河川改修などの社会

資本の整備、激甚化する自然災害に対応した防災・減災対策と、既存のインフラ機能を維持・回

復させる老朽化対策などの喫緊の課題に、集中的に取り組むことが必要である。 

 加えて、生産性の向上や民間投資の誘発に直結する交通基盤など、社会資本の重点的な整備は、

コロナ禍で落ち込む地域経済を回復させる上で、より一層必要となる。 

 ついては、感染症の拡大防止とともに、地方創生を力強く進める前提となる社会資本整備を推

進するため、下記事項を実現されるよう強く要望する。 

 記。 

 １、令和３年度予算において、地方の安全、安心な生活の確保と定住人口の増加、地域活力の

向上に資する社会資本整備に必要な予算を十分に確保すること。 
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 ２、社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金、農業農村整備事業予算等については、道路

ネットワークや農林水産基盤の整備、防災対策、河川改修、土砂災害対策、各施設の老朽化対策

など、地域の実態に鑑み、予算を重点配分すること。 

 ３、令和２年度で終わる「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」を令和３年度以

降も継続するとともに、地方負担分を軽減する措置も含め、必要な予算・財源を別枠で安定的に

長期にわたり確保し、これまで以上に強靭な国土づくりを強力かつ継続的に進めること。 

 おめくりください。 

 ４、施設の老朽化に関わる点検や点検結果に基づく修繕の実施など、老朽化対策の推進に必要

な予算を従来の予算とは別に確保すること。また、補助対象を拡大し、確実に所要の予算を配分

するとともに、地方負担分についての地方財政措置を拡充すること。 

 ５、地方自治体が老朽化対策を進めるにあたり、課題としている技術職員の不足など技術力に

関し、国や地方整備局の体制を強化し、支援を図ること。 

 ６、新型コロナウイルス感染症の流行で、大幅に停滞する地方の経済・雇用を下支えする公共

事業を含めた令和２年度補正予算を措置すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 令和２年９月です。吉賀町議会。提出先としては、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、

総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、農林水産大臣としております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  それでは、委員長に対しての質疑を許します。質疑はありませんか。よ

ろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、質疑はこれで終わります。 

 これより討論を行います。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 日程第１０、発委第３号国土強靭化、老朽化対策を含む地方の社会資本整備の推進を求める意

見書（案）の提出についてを採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を

願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。したがって、本案は原案のとおり可決をされました。 
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────────────・────・──────────── 

日程第１１．発委第４号 

○議長（安永 友行君）  日程第１１、発委第４号新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財

政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書（案）の提出についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。５番、中田総務常任委員長。 

○総務常任委員長（中田  元君）  それでは、発委第４号、読み上げて説明といたします。 

 発委第４号。令和２年９月２９日。吉賀町議会議長安永友行様。提出者、総務常任委員会委員

長中田元。 

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求め

る意見書（案）の提出について。 

 上記の議案を別紙のとおり吉賀町議会会議規則第１４条第２項の規定により提出します。 

 理由。 

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し、地方税財源の確保を求

めるため。 

 それでは、読み上げます。 

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求め

る意見書（案）。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大は、甚大な経済的・社会的影響をもたらしており、国民生活

への不安が続いている中で、地方税・地方交付税等の一般財源の激減が避けがたくなっている。 

 地方自治体は、福祉・医療、教育・子育て、防災・減災、地方創生、地域経済活性化、雇用対

策など喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、今後の地方財政は、

かつてない厳しい状況になることが予想される。 

 よって、国においては、令和３年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に

実現されるよう、強く要望する。 

 記。 

 １、地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の一般財源総額を確保・充実する

こと。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償

還財源を確保すること。 

 ２、地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能が適切に発揮できるよう、

総額を確保すること。 

 ３、令和２年度の地方税収が大幅に減収することが予想されることから、万全の減収補填措置

を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的に対応す
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ること。 

 ４、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方

税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有効

性・緊急性等を厳格に判断すること。 

 ５、特に固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは、

家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。また、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策と

して講じられた特例措置は、本来国庫補助金等により対応すべきものであり、今回限りの措置と

して、期限の到来をもって確実に終了すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 令和２年。島根県吉賀町議会。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、

財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、内閣官房長官、経済再生担当大臣、まち・ひと・しご

と創生担当大臣。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  それでは、提出者の委員長に対しての質疑を許します。質疑はありませ

んか。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、質疑は終わります。 

 これより討論を行います。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 日程第１１、発委第４号新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し

地方税財源の確保を求める意見書（案）の提出についてを採決します。本案は原案のとおり決定

することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．発委第５号 

○議長（安永 友行君）  日程第１２、発委第５号少人数学級制度の拡充を求める意見書（案）の

提出についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。５番、中田総務常任委員長。 
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○総務常任委員長（中田  元君）  それでは、発委第５号、読み上げます。 

 令和２年９月２９日。吉賀町議会議長安永友行様。提出者、総務常任委員会委員長中田元。 

 少人数学級制度の拡充を求める意見書（案）の提出について。 

 上記の議案を、別紙のとおり吉賀町議会会議規則第１４条第２項の規定により提出します。 

 理由。 

 新型コロナウイルス危機の中で子どもたちのいのちと健康を守り、成長・発達を保障するため。 

 内容を読み上げます。 

 少人数学級制度の拡充を求める意見書（案）。 

 島根県内の全ての学校で一学期の間に新型コロナウイルス感染拡大による一斉休校を経て学校

が再開された。臨時休業期間中には、大規模校を中心に分散登校で教室に入る子どもの数を減ら

す対応が取られ、学校現場からは、「子どもの様子がよく分かる」、「丁寧に関わることができ

る」など、少人数学級のよさを再認識する声が聞かれた。一方、学校が再開され通常の人数に戻

された学校からは、「少人数で授業したときに感じた気持ちのゆとりがなくなった」、「子ども

一人ひとりに丁寧に関わることや、子どもたちに寄り添うことが難しくなった」など、悲痛な声

が聞かれた。コロナ禍を通じて、改めて少人数学級のよさが明らかになっている。 

 文部科学省の新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドラインに

は、「感染拡大リスクが高い３つの密を徹底的に避けるためにも、身体的距離の確保（ソーシャ

ルディスタンスあるいはフィジカルディスタンス）といった新しい生活様式に、学校を含めた社

会全体が移行することが不可欠である」と記載されている。 

 また、全国知事会会長・全国市長会会長・全国町村会会長は連名で、「今後予想される感染症

の再拡大時に当たっても必要な教育活動を継続して、子どもたちの学びを保障するためには、少

人数による児童・生徒間の十分な距離を保つことができるよう教員の確保がぜひとも必要であ

る」とし、「少人数編制を可能とする教員の確保」を国に対して強く要望をしている。 

 島根県内では、県をはじめ市町村の努力により、独自で全国でもトップクラスの少人数学級制

度や各種サポート教職員の配置などを行っているが、本来は国の責任で少人数学級や教職員の配

置をすすめるべきものである。 

 よって、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう強く要望する。 

 １、国の責任で少人数学級制度を拡充すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 令和２年。島根県吉賀町議会。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大

臣、財務大臣、総務大臣。 

 以上でございます。 
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○議長（安永 友行君）  それでは、委員長に対しての質疑を許します。質疑はありませんか。

１番、桑原議員。 

○議員（１番 桑原 三平君）  この少人数学級制度ということですが、この少人数学級制度の人

数的な制限は調査されたのか。それと、学級制度を拡充するということは、具体的に、もし分か

れば教えてください。 

○議長（安永 友行君）  ５番、中田委員長。 

○総務常任委員長（中田  元君）  現在、島根県のほうでは３０人学級というようなことになっ

ておりますけれども、国のほうでは３５人というようなことになっております。 

 現在、国のほうも少人数学級のほうに、話のほうも進んでおるということではございますが、

現在の状況からして少人数学級が望ましいということで賛成としております。 

○議長（安永 友行君）  １番、桑原議員。 

○議員（１番 桑原 三平君）  このことについて、当町においてのこの拡充を求める制度という

意見書は、どういうふうに影響があるのか調査されましたか、お聞きします。 

○議長（安永 友行君）  ５番、中田委員長。 

○総務常任委員長（中田  元君）  当町では、現在のところ大人数の教室というところに弊害は

ないわけでございますが、複式学級あるいは２０人程度等の状況でありまして、当面、吉賀町の

ほうでは、この少人数学級に対しては問題はないと思われますが、県下全体を見渡した上で、委

員会として賛成とさせていただきました。 

○議長（安永 友行君）  １０番、庭田議員。 

○議員（１０番 庭田 英明君）  この発委は、島根県の方から出ておるということでお聞きした

いんですけど、今、島根県では３０人の生徒さんを３２人にするという案が出ていますけど、そ

れで浮いた財源を教員配置の充実に向けたいということなんですけど、もしここに具体的な少人

数学級ちゅうて書いてありまますけど、何人にせえとかちゅうのはうたっていないわけでありま

して、当然少人数した場合は、教員の配置も必要ですし、学級の教室の数も確保をしなければな

らない──大規模な学校はそうなると思いますけど、その辺のところの財源的な試算というのは、

この提出者にお聞きしたんでしょうか、どうでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  ５番、中田委員長。 

○総務常任委員長（中田  元君）  教職員の増員、あるいは我々も教育委員会等のほうから事情

聴取等をさせていただきましたが、教職員の増員あるいは学童保育等の充実というようなことが

根底にあるというふうに聞いております。財源につきましては、特に委員会のほうでは協議して

おりません。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。よろしいです。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、質疑はこれで終わります。 

 これより討論を行います。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 日程第１２、発委第５号少人数学級制度の拡充を求める意見書（案）の提出についてを採決し

ます。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  賛成多数です。したがって、本案は原案のとおり可決をされました。 

 ここで１０分間休憩します。 

午前９時55分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時06分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．発委第６号 

○議長（安永 友行君）  日程第１３、発委第６号現行少人数学級制度縮小計画の凍結を求める意

見書（案）の提出についてを議題とします。提出者の説明を求めます。５番、中田総務常任委員

長。 

○総務常任委員長（中田  元君）  それでは、発委６号を読み上げて説明とさせていただきます。 

 発委第６号。令和２年９月２９日。吉賀町議会議長安永友行様。提出者、総務常任委員会委員

長中田元。 

 現行少人数学級制度縮小計画の凍結を求める意見書（案）の提出について。 

 上記の議案を、別紙のとおり吉賀町議会会議規則第１４条第２項の規定により提出します。 

 理由。 

 新型コロナウイルス危機の中で児童生徒の安全を守るために、島根県が来年度から実施を予定

している「現行少人数学級制度縮小計画」の凍結を求めるため。 

 現行少人数学級制度縮小計画の凍結を求める意見書（案）。 

 現在、島根県では、島根創生計画を推進するための様々な施策が取り組まれはじめており、そ

のなかの一つに、国の基準を超えて島根県が独自に行ってきた少人数学級編制事業を来年度より
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縮小する計画が含まれている。この計画は、学校関係者、ＰＴＡなど県民の反対もあった中では

あるが、最終的には県議会で決定されたことである。しかし、この計画が決まったのは、島根県

で新型コロナウイルス感染が発生する前である。 

 現在、島根県でも新型コロナウイルス感染が拡大している状況の中、学校では、臨時休業や分

散登校、３つの密回避、マスク着用、手洗いうがいの励行、消毒など、児童生徒の安全を守るた

めに最大限努力がなされている。しかし、教室の現状は、新型コロナウイルス感染症対策専門家

会議が提言した新しい生活様式の「人との間隔は、できるだけ２メートル（最低１メートル）空

ける」からは程遠い状況である。また、全国の感染状況やワクチン・治療薬の開発状況などを見

ても、この新型コロナウイルス危機が来年４月までに収束する確証はない。 

 このような状況の中で、今よりも教室を密にする施策は、少なくともこの危機が収束するまで

は実施するべきでないと考える。 

 これらのことから、島根県が来年度から実施を予定している現行少人数学級制度縮小計画を凍

結することを強く求める。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 令和２年。島根県吉賀町議会。提出先、島根県知事。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  それでは、ただいまの説明に対して、委員長に対しての質疑を許します。

質疑はありませんか。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、質疑は終わります。 

 これより討論を行います。反対討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認めます。これで、討論を終わります。 

 日程第１３、発委第６号現行少人数学級制度縮小計画の凍結を求める意見書（案）の提出につ

いてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  賛成多数です。したがって、本案は原案のとおり可決をされました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．発委第７号 
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○議長（安永 友行君）  日程第１４、発委第７号新型コロナウイルス感染症拡大に伴う差別・偏

見、誹謗中傷等の人権侵害を許さない決議（案）の提出についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。３番、桜下議会運営委員長。 

○議会運営委員長（桜下 善博君）  それでは、発委第７号を読み上げます。 

 令和２年９月２９日。吉賀町議会議長安永友行様。提出者、議会運営委員会委員長桜下善博。 

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う差別・偏見、誹謗中傷等の人権侵害を許さない決議

（案）の提出について。 

 上記の議案を、別紙のとおり吉賀町議会会議規則第１４条第２項の規定により提出します。 

 理由。 

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う差別・偏見、誹謗中傷等の人権侵害を許さないため。 

 それでは、案を読み上げます。 

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う差別・偏見、誹謗中傷等の人権侵害を許さない決議

（案）。 

 世界で蔓延している新型コロナウイルス感染症は、国内においてもいまだ新規陽性者数が拡大

し、高齢者への感染は重症化への傾向が高く深刻な状況である。 

 一方で、ＳＮＳやインターネット上で感染者個人やその家族、居住先や勤務先などを特定し、

いわれのない誹謗中傷を行うような事例、さらには感染リスクと闘いながら医療現場の最前線に

立っている医療・看護従事者や介護従事者、物流など社会を支えるエッセンシャルワーカーやそ

の家族に対しても差別や中傷が向けられる事例が多く報道されている。 

 感染者やその関係者に差別や誹謗中傷を行うことは、人権侵害に当たり、許されるものではな

く、感染のリスクを負いながら私たちや社会を支えている医療従事者やエッセンシャルワーカー

に対する差別や誹謗中傷などは論外である。 

 差別や偏見、人権侵害は社会的感染症と呼ばれ、未知の感染症に対する恐怖と結びついている。

社会においては、差別・偏見などの人権侵害と闘うとともに、感染症に対する恐怖を克服する努

力も求め、正しい医学的知識の普及とともに検査体制・医療体制の一層の充実も必要不可欠であ

る。 

 差別や偏見、誹謗中傷は何も生み出さないばかりか、人々を傷つけ、社会を分断し、収束を一

層遠のかせるものでしかなく、困っている皆様に寄り添い、その解決に向けた行動を決意する。 

 記。 

 １、未知のウイルスによる感染の恐怖と闘いながら最前線で献身的に業務に当たっている医療

従事者をはじめとするエッセンシャルワーカー、そしてその家族に心からの敬意と感謝を表明す

る。 
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 ２、ウイルスをきっかけとする差別・偏見、誹謗中傷、デマは断じてあってはならない。人権

侵害を許さず、感染症に対する正しい理解を持ち、互いに支え合い、励まし合えるよう行動する

ことを表明する。 

 ３、新型コロナウイルスによる感染終息を希望し、ふるさと吉賀をより一層希望あふれるまち

とするため、ともに今を乗り越えることを表明する。 

 以上、決議する。 

 令和２年９月３０日。島根県吉賀町議会。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  それでは、委員長に対しての質疑を許します。質疑はありませんか。よ

ろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、これで質疑は終わります。 

 これより討論を行います。反対討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認め、これで、討論を終わります。 

 日程第１４、発委第７号新型コロナウイルス感染症拡大に伴う差別・偏見、誹謗中傷等の人権

侵害を許さない決議（案）の提出についてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．発議第４号 

○議長（安永 友行君）  日程第１５、発議第４号吉賀町議会の議員の定数を定める条例の一部を

改正する条例についてを議題とします。 

 本案について、議会運営委員会の報告を求めます。３番、桜下議会運営委員長。 

○議会運営委員長（桜下 善博君）  それでは、読み上げて報告とします。 

 吉賀町議会議長安永友行様。議会運営委員会委員長桜下善博。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託された事件は審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第７７条の規定

により報告します。 
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 記。 

 １、事件の番号、発議第４号。件名、吉賀町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する

条例について。 

 ２、審査年月日、令和２年９月９日。 

 ３、審査結果、賛成少数で否決と決した。 

 ４、意見。議員定数については、議会活性化の取り組みとして引き続き調査・研究を行い、議

論を深めていく必要がある。 

 以上でございますが、非常に重要な案件でございますので、委員長としまして、この委員会で

賛成、反対の意見が多数出ました。その中で、少しだけ述べさせていただきます。 

 賛成の意見の中には、町民アンケートでは、議員定数は削減すべきであるという町民の声が多

かったという声もありました。また、反対の意見の中で、７年前に定数削減を実施をしておりま

して、改正をしておりますので、時期尚早であるという意見や、また、定数削減により町民の声

が議会に届けにくくなるというような意見もございましたし、また、議員のなり手不足が一層深

刻化しておりますが、定数の削減により、よりハードルが高くなるというふうな反対の意見がご

ざいました。これを付け加えさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  それでは、ただいまの委員長に対しての質疑を行います。質疑はありま

せんか。ありませんか。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、質疑はこれで終わります。 

 それでは、ただいま委員長の報告にありましたように、委員長報告は否決ですので、原案につ

いて討論を行います。原案に対しての賛成討論はありませんか。７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  提出者の一人として、意見を表明します。 

 令和元年９月３０日に、議会活性化特別委員会報告書がまとめられました。平成３０年第１回

定例会で設置が決まり、３０年６月から令和元年９月まで１４回開催され、その中で、３０年

１１月には地方議会における議会改革についてということで、東京研修も行われました。３０年

１１月から１２月にかけて、吉賀町議会に関するアンケート調査も実施され、議会への関心度、

議員のなり手不足、議員報酬、議員定数など１５項目にわたりアンケートを行いました。回収率

は３２％でした。 

 その中で、今後の取り組みについて、議会が町民の代表機関として適切な役割を果たすために

は、多様な人材が参画できることが求められており、議員に立候補し活躍できる環境を整えるこ

とが必要であるとまとめられています。議員定数については、議論は行っていませんが、今後の
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検討事項と報告されています。まず検討することだと思い、本議案を提出しました。 

○議長（安永 友行君）  それでは、原案への反対討論はありませんか。１１番、藤升正夫議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  それでは、発議第４号に対する反対討論を行います。 

 先ほど来、議会活性化特別委員会のことが出ておりますが、その中の報告書、これ令和元年

９月３０日に出されております。この中で、議員定数について、県内町村議会の単純平均定数は

１１.６人である。議会が町民の代表機関として町民の多様な意見を反映するためには、適切な

定数が必要であることは言うまでもない。改正に当たって、議会はその理由について説明責任を

果たさなければならないとしております。 

 この発議の提出の理由の中に、当町の人口規模の類似団体５,５００人から６,５００人を抽出

し調査した結果、５２団体で平均１０.９４人であったとしております。この人数、先ほどの県

内町村議会の単純平均１１.６人、また、全国の中の類似団体１０.９４人というところから、

１１名にしたらどうかということについて、委員会の中でも問うたわけでありますが、１１人に

するということについての発議された一人である委員からは御意見がございませんでした。 

 一方で、全国町村議長会から出ております、これは平成３１年３月に町村議会議員の議員報酬

等のあり方最終報告というものがありますが、これの「はじめ」の中で、今日、議員のなり手不

足問題が広がっている。その原因の一つが、議員報酬の低さにある。また、定数の減少により当

選ラインが上昇することも議員のなり手不足の原因の一つであると述べています。 

 議会活性化の取り組みも、新型コロナウイルス感染症等の影響により、議会報告会の開催もで

きていない中で、今、議員定数削減の提案をされるというのは非常に問題である。ましてやその

一人が議会ナンバー２の副議長である。そういうところからしても、私は議会がこれまで取り組

んできた内容をしっかりと受け止めるならば、今提出するべきではないというふうに思います。 

 最初の報告の中でありましたように、議員はより多くの住民の声を議会に反映させる役目がご

ざいます。議員が１０人となったときに、本当にそのことが達成できるのか。また、各委員会、

今６人という枠組みになっておりますが、これの半分でどれだけの審査ができるのか。このよう

なことを考えるに及び、私は今議員定数の削減というものはすべきでないということで、発議第

４号に対する反対討論といたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、原案に賛成討論はありませんか。９番、河村由美子議員。 

○議員（９番 河村由美子君）  原案に対して賛成討論をします。 

 私も賛成者の一人でありまして、これを出した原因につきましては、先ほどもいろいろありま

すけども、現状を見ましても、財政規模がだんだん縮小してくる、来年の３月３１日には過疎法

もなくなって縮小する。しかも、人口減少が町長は緩やかなとおっしゃいますが、私が見ても、

外国人は多くなっていますが、町民の人口は自然減です。随分減っておると。そうした中で、世
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の中も日本の人口でも年間５０万人減って、４０年先には、もう今の１億２,０００万人が半分

になるという統計も出ております。 

 そうした中で、今の町村の財政規模を見ましても、非常に厳しいということが伺われますし、

これを現在、減にしても、例えば、もっともっと町村が活躍して、人口が１万人になったと仮定

したら、そのときには定数をまた増やすという方法もあると思いますし、今現状の財政と人口規

模ということで、私は先ほどの反対の意見もありましたが、決して人数が少ないから町民の声が

代弁できない、反映できないという考えはありません。一人一人が自覚して、一生懸命住民の声

を吸収して議会に、町政に反映できるということを私は確信しておりますので、そういう意味合

いからして、現状況では定数減が妥当であるということに対して、賛成という意味で提出しまし

たし、討論といたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、原案への反対討論はありませんか。１０番、庭田議員。 

○議員（１０番 庭田 英明君）  発議第４号に対して反対の討論をいたします。 

 ここに、理由として類似団体または人口減少、そして財政のことが書かれております。これら

を議員定数の削減にするのは全く根拠がないことであります。一つずつ少し私の意見を述べてみ

たいと思います。 

 まず、人口減少ですが、当然、少子高齢化で人口は減っていきます。しかし、我々の仕事は物

を作る、１日に例えば１０個の物を作るとか２０個の物を作る、または人口何人に対してどうい

う仕事をするという職業ではありません。住民の声を幅広く聞いて、それを政治として住民の福

祉向上に努めていく、そういう仕事でありますので、人口が減ったから議員も要らないという、

その理屈は全く論外であります。 

 また、類似団体のことも言われていますけど、何の根拠で、それじゃあ同じ規模の団体に合わ

せなければいけないのかということであります。それぞれ生い立ちも違いますし、そこの産業な

り文化なりいろいろな面で同じ人口だけでは比較できない、それぞれ特徴を持った自治体がある

わけですので、ここに類似団体がこうだからということをうたってありますけど、全く根拠がな

い、説得力のないものであります。 

 また、財政を言われていますけど、例えば、本気で財政を圧迫するから議員定数を減らさなけ

ればいけないというんでしたら、私はむしろ財政に負担のかからないような議員報酬にしたらい

いと思います。１人、２人減らしたところで、財政負担を軽減できるかというそんな小さいこと

じゃないと思いますし、議員の身分として補償するべきところはしっかり補償するということが

大事なんじゃないかと思っております。 

 ちなみに、北海道の栗山町ですけど、ここは議会に対しての地方交付税が３,２００万円交付

されています。吉賀町ちょっと調べていませんけど、吉賀町も当然１２人おるわけですので、交
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付税は入っているはずです。だから、一方を見て財政とか人口とか類似団体とか、そういうこと

は全く根拠のないものであると思いますし、吉賀町は吉賀町としてしっかりまちづくりに努めて

いけばいい、そういうことであります。 

 議員定数がアンケートで多いという意見が４１.６％あったといいますけど、多いか少ないか

を聞いたら多いと言いますし、報酬も高いか低いかと言われれば、住民の方は当然、高いと言わ

れるのが普通です。なぜ多いと言われるかというのを、我々議員、議会がしっかり考えて活動す

ることが大事だと思いますし、ただ安易に議員の数を減らせばいいという問題ではないと思いま

す。 

 ということで、取り留めのない討論になりましたけど、以上をもちまして、本発議４号に対し

ましての反対討論といたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、原案への賛成討論はありませんか。１番、桑原議員。 

○議員（１番 桑原 三平君）  私はこの定数削減に関する改正の条例案を提出いたしました発議

者の一人として、あえて賛成の討論をさせていただきます。 

 先ほど、反対議員の意見の中に、副議長という立場の人間がという記述がありましたが、私は

副議長というよりか、個人として心情として私は定数を削減すべきであると考えて、以前から考

えてきたことでございます。議員は、高所大局から行動することが求められております。 

 この町民の皆様の意見は議員がそれぞれ活動すれば十分、民意は酌み取ることができます。ま

た、今、執行部、行政のほうで計画されている自立した自主組織を、そうした組織をもっと活動

を活性化させたら、民意は十分行政に伝わってくるものと思います。そして、我々議会はそれを

判断する立場だと思っております。 

 そして、先ほど吉賀町の近い将来、人口減はもはやそう遠くはありません。時期尚早と言われ

ましたですが、今こそ議会が、議員が個人が考えなければならないことだと私は考えております。 

 以上で、賛成の討論、終わります。 

○議長（安永 友行君）  それでは、原案に反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  それでは、原案に賛成討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  同じく、原案に反対討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  それでは、討論はなしと認め、これで討論は終わります。 

 日程第１５、発議第４号吉賀町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について

を採決します。 
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 この発議に対する委員長の報告は否決です。したがって、原案について採決します。この採決

は起立によって行います。 

 それでは、日程第１５、発議第４号吉賀町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条

例について、賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（安永 友行君）  よろしいです。賛成少数です。したがって、本案は否決をされました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．閉会中の継続調査について 

○議長（安永 友行君）  日程第１６、閉会中の継続調査についてを議題とします。 

 総務、経済、広報広聴常任委員長から、会議規則第７５条の規定に基づいて、お手元に配付の

とおり閉会中の継続調査の申出書が提出されております。 

 お諮りをします。申出書のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  異議なしと認めます。よって、申出のとおり閉会中の継続調査とするこ

とに決定をいたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議員派遣の件について 

○議長（安永 友行君）  日程第１７、議員派遣の件についてを議題とします。 

 お手元に配付したとおり、１件の研修会へ議員を派遣したいと思います。これに御異議はあり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  異議なしと認め、よってお手元に配付したとおり議員派遣することに決

定をいたしました。 

 ここで、町長より発言を求められております。これを許可します。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げたいと

思います。 

 まず初めに、新型コロナウイルス感染症対策について申し上げておきたいと思います。 

 この件につきましては、既に２５日金曜日、発行させていただきました広報よしかの号外、そ

れから、ケーブルテレビの映像のほうで町民の皆さんへの周知を行ったところでございます。今

回、特に町民の皆さんに対しましてお願いをさせていただきましたのは、危機意識の徹底、それ

から人権への配慮、それから、イベント開催における感染防止対策、そして季節性インフルエン

ザワクチンの接種、この４点についてでございました。 
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 また、号外の記事におきましては、この定例会で補正予算、可決をいただいておりますみんな

で応援！よしか振興券、事業継続特別支援金、さらに畜産農家緊急支援事業費補助金などの生活

支援、それから経済支援、こうした各種制度についての御紹介もさせていただいたところでござ

います。今後におきましても、国そして島根県の動向を見ながら、吉賀町に見合った対策を皆さ

んと一緒に考えてまいりたい、町といたしましても検討させていただきたいと思いますので、ど

うかよろしくお願いいたします。 

 それから、次に、先般、敬老の日があったわけでございますが、１００歳以上の高齢者の状況

について、少しだけお知らせをさせていただきたいと思います。このことにつきましては、厚生

労働省が毎年発表しておるわけでございますが、先日、新聞報道でもされましたが、人口１０万

人に換算をした場合の１００歳以上の人口が、全国の都道府県の中で島根県は今年も１位という

ことでございまして、８年連続で第１位でございました。そうした中にありまして、同じ数値が

島根県内の１９の市町村の中で、吉賀町が１位でございました。 

 １００歳以上の方が９月の１５日現在で、吉賀町の場合は１０６歳の女性の方を最高齢にしま

して、現在２１名いらっしゃいます。そのうち、本年１００歳を迎えられる方が７名いらっしゃ

いますが、国からのお祝いの品が届いておりましたので、私のほうから代理で直接７名の方にお

届けをさせていただいたところでございます。 

 これからも、人生の本当に諸先輩方々がお元気でこの町で輝き続けられるように、地域福祉の

充実はもとよりでございますが、行政としてもしっかりバックアップ、支援をさせていただきた

いと思います。 

 最後になりましたが、今９月の定例会で執行部のほうから提案をさせていただきました全議案

につきまして、可決の御承認をいただいたところでございます。あらためて厚くお礼申し上げた

いと思います。 

 それからまた、議案審議、それから一般質問の中では、毎たびでございますが、本当に貴重な

御意見をたくさんいただいたところでございます。このことにつきましては、これからの行政執

行の中でしっかり反映をさせていただきたいと思いますので、今後ともどうかよろしくお願いい

たします。 

 以上、大変簡単でございますが、９月定例会閉会に当たっての執行部を代表しての御挨拶に代

えさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（安永 友行君）  それでは、以上で本定例会に付された事件は全て終了しましたので、こ

れで会議を閉じます。 

 令和２年第３回吉賀町議会定例会を閉会いたします。御苦労でございました。 
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午前10時48分閉会 

────────────────────────────── 
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